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証拠説明書 

 

証拠番号 

 乙第一八号証 

証拠の標目（作成者） 

 歯周治療のルート 

 （１）治療計画に基づく場合 

 （日本歯科医師会） 

立証趣旨等 

 本証は、昭和六〇年二月一九日（火）に日本歯科医師会館一階ホールで開催された都道府県

歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会において、日本歯科医師会が配布した書類である。 

 本証により、治療計画書に基づいて歯周治療を行う場合、暫間補綴物（歯周治療用装置）は、

歯周治療の早期の段階において作製、装着する必要がある事実を立証する。 

 写しを原本として提出する。 

 

証拠番号 

 乙第一九号証 

証拠の標目（作成者） 

 歯槽膿漏症の歯周検査、指導料、初期治療等の関連（・） 

 治療計画書による場合 

 （東京都歯科医師会） 

立証趣旨等 

 本証は、昭和六一年三月二七日（木）に日本大学会館会議室で開催された東京都の地区保険

担当理事会において、東京都歯科医師会が配布した資料である。 

 本証により、治療計画書に基づいて歯周治療を行う場合、暫間補綴物（歯周治療用装置）は、

歯周治療の早期の段階において作製、装着する必要がある事実を立証する。 

 写しを原本として提出する。 


